
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

状 況 評 点

１００

７０

５０

６０

 一月における勤務時間が140時間以上 １００

 一月における勤務時間が80時間以上140時間未満 ８０

 一月における勤務時間が140時間以上 ８０

 一月における勤務時間が80時間以上140時間未満 ６０

 一月における勤務時間が140時間以上 １００

 一月における勤務時間が80時間以上140時間未満 ８０

 一月における勤務時間が140時間以上 ５０

 一月における勤務時間が80時間以上140時間未満 ４０

１００

 長期入院  ６か月以上 １００

 短期入院  ６か月未満 ８０

５０

３０

１００

８０

１００

１００

１００

６０

３０

８０

１００

３０

-

-

①特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用調整基準（基本点数）

入所事由

　一月における勤務時間が140時間以上

①居宅外就労
　一月における勤務時間が80時間以上140時間未満

　一月における勤務時間が48時間以上80時間未満

　上記のほか明らかに保育に欠けるもの

 生計中心者

１．就労 　自営

 生計協力者

②居宅内就労

 生計維持者

　内職

 生計維持外

２．妊娠・出産 　妊娠中（産前８週間）及び出産後８週間

　入院

　通院
 週４日以上

3.保護者の疾病・障がい
 週４日未満

　居宅内
 常時臥床（病名　　　　　　　）

 精 神 性 （病名　　　　　　　）　

　身 体 障 が い 者 　　　１級・２級

　知 的 障 が い 者        　A  ・  B

　入院付き添い（１か月以上）

４．同居親族等の介護・看護
　居室内看護（長期居宅療養介護）

　軽度心身障がい児（者）介護

　重度心身障がい児（者）及び寝たきり老人介護

５．災害復旧 　震災、風水害、火災その他災害の復旧にあたっている

６．求職活動 　求職活動を継続的に行っている（起業準備含む）

７０

８．虐待・DV 　※児童及び世帯の状況に応じて別途判断

９．育児休業取得による継続利用

　※育児休業取得時に既に保育所を利用している児童がいる場合
　　当該児童が育児休業期間中に継続して保育所を利用すること
　　が必要である場合
　　（年長児・児童の発達上配慮が必要となる場合など）

-

７．就学
　学校教育法に規定する学校等に在学している
　職業訓練等を受けている

10．その他市長が認める場合 　※上記に準じるような保育が必要な状態

②「調整点数」　（保育料の滞納がないこと）

補正点数

８０

８０

８０

８０

４５

５５

３５

２０

２５

１５

１０

７０

１０

４０

４０

１０-１００

　保護者が保育士等の資格を有し、市内の保育所等で

　保育関連業務に従事するもの

　要介護者のいる家族

　障がいを有する児童がいる場合

　小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童

　廃園等による転園

　育休制度改正による再入園（令和５年４月１日入園に限る）

　多子家庭
　就学前児童２人の場合

　就学前児童３人の場合

　保育担当者が身体・

　知的等障がいを有する

　３級以上

　４級以上

補　　　正　　　項　　　目

　ひとり親家庭

　継続入所する兄弟がいること

　（ただし、育休で継続した児童及び保育の必要性がない児童がいる家庭は除く）

　生活保護世帯

　生計中心者が失業中の場合

　育休明け復職
　新規入園

　以前通園の園に復園
※入所可能人数を超える希望者があった場
合には、利用調整基準により入所選考を行
いますので、希望する保育所に入園できな
い場合があります。 

【お問い合わせ】 

 網走市健康福祉部子育て支援課こども家庭係 

 電話 0152-44-6111（内線 365） 

〇同一点数の順位表 

順 位  
1  網走市民である。(転入予定者を含む) 

2 ①基本点数が高い順 

3  保育料算出の基準となる年度の市町村民税の低い世帯 

 


